
　　（歳入歳出予算の補正）

平成１８年度南山城村一般会計補正予算（第４号）

　　　平成１８年度南山城村一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

　　よる。

　　（地方債の補正）

　　第４条　地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。
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　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，８６０千円を追加し、

　　　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，６８０，６９０千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

　　　歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

　　第３条　債務負担行為の変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

　　（繰越明許費）

　　第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

　　　ることができる経費は、「第２表繰越明許費」による。

　　（債務負担行為の補正）



歳　　　入

補正前の額 補　正　額 計

312,440 16,268 328,708

118,644 10,348 128,992

175,968 5,630 181,598

6,581 1,137 7,718

9,309 △ 309 9,000

1,938 △ 538 1,400

2,100 △ 86 2,014

2,100 △ 86 2,014

33,000 △ 177 32,823

33,000 △ 177 32,823

90,000 △ 4,000 86,000

90,000 △ 4,000 86,000

22,000 1,000 23,000

22,000 1,000 23,000

906,328 △ 6,930 899,398

906,328 △ 6,930 899,398

45,894 △ 424 45,470

45,194 △ 424 44,770

22,335 482 22,817

17,617 484 18,101

4,718 △ 2 4,716

274,476 2,200 276,676

50,489 △ 4,316 46,173

216,919 6,426 223,345

7,068 90 7,158

104,879 △ 13,244 91,635

21,118 △ 1,163 19,955

77,357 △ 13,616 63,741

6,404 1,535 7,939

第１表　歳入歳出予算補正

　１．地方消費税交付金

（単位：千円）

　４．たばこ税

　　３．利子割交付金

　１．利子割交付金

款 項

　　９．自動車取得税交付金

　１．自動車取得税交付金

　１３．分担金及び負担金

　１５．国庫支出金

　１．地方交付税

　１．分担金

　　１．村税

　１１．地方交付税

　１．村民税
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　２．固定資産税

　３．軽自動車税

　６．入湯税

　　７．ゴルフ場利用税交付金

　１．ゴルフ場利用税交付金

　　６．地方消費税交付金

　１４．使用料及び手数料

　２．手数料

　１．国庫負担金

　１．使用料

　２．国庫補助金

　３．委託金

　１６．府支出金

　１．府負担金

　２．府補助金

　３．委託金



補正前の額 補　正　額 計

1,086 1,198 2,284

1,086 1,198 2,284

113,008 24,521 137,529

113,008 24,521 137,529

114,529 △ 148 114,381

24,479 △ 148 24,331

534,700 △ 3,800 530,900

534,700 △ 3,800 530,900

87,055 87,055

2,663,830 16,860 2,680,690

　１７．財産収入

　１．財産運用収入

（単位：千円）

款 項

　１９．繰入金

　１．基金繰入金

　２１．諸収入

　４．雑入

　２２．村債

　１．村債

補　　正　　さ　　れ　　な　　か　　っ　　た　　款　　項　　に　　係　　る　　額

歳　　　　入　　　　合　　　　計
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歳　　　出

補正前の額 補　正　額 計

871,375 3,172 874,547

821,351 1,777 823,128

7,306 △ 104 7,202

3,140 1,604 4,744

315 △ 105 210

347,741 35,700 383,441

223,206 39,294 262,500

124,535 △ 3,594 120,941

338,879 △ 2,861 336,018

193,699 △ 3,907 189,792

145,180 1,046 146,226

86,526 △ 20,049 66,477

79,386 △ 19,449 59,937

7,140 △ 600 6,540

120,614 △ 436 120,178

30,867 4 30,871

86,747 △ 440 86,307

163,624 △ 226 163,398

163,624 △ 226 163,398

188,696 2,104 190,800

70,200 △ 113 70,087

40,000 2,491 42,491

44,935 △ 233 44,702

2,942 △ 41 2,901

30,476 △ 897 29,579

17,188 1,603 18,791

13,288 △ 2,500 10,788

（単位：千円）

款 項

　　２．総務費

　１．総務管理費

　３．戸籍住民基本台帳費

　４．選挙費

　５．統計調査費

　　３．民生費

　１．社会福祉費

　２．児童福祉費

　　４．衛生費

　１．保健衛生費

　２．清掃費

　　５．農林水産業費

　１．農業費

　２．林業費

　　７．土木費

　１．土木管理費

　２．道路橋梁費

　　８．消防費

　１．消防費

　　９．教育費

　２．小学校費

　３．中学校費

　４．社会教育費

　５．保健体育費

　１０．災害復旧費

　１．農林水産施設災害復旧費

　２．公共土木施設災害復旧費
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補正前の額 補　正　額 計

453,265 353 453,618

453,265 353 453,618

62,634 62,634

2,663,830 16,860 2,680,690

（単位：千円）

補　　正　　さ　　れ　　な　　か　　っ　　た　　款　　項　　に　　係　　る　　額

歳　　　　出　　　　合　　　　計
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款 項

　１１．公債費

　１．公債費



限度額 起債の方法 利率 償還方法 限度額 起債の方法 利率 償還方法

5,300 1,500

534,700 530,900

１０．災害復旧費 ２．公共土木施設災害復旧費 公共土木施設災害復旧事業 409

45,990

電算管理事業 4,000
２．総　務　費 １．総務管理費 南山城村高度情報ネットワーク事業

（撤去費用分） 25,000

事　　　業　　　名款 項

３．民　生　費 １．社会福祉費 後期高齢者医療準備事業

起債の目的

第２表　繰越明許費

計

（単位：千円）

第４表　地方債補正

金　　　　　　額

（単位：千円）

災害復旧事業債

４．０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

補　　　　正　　　　前

政府資金等
融通条件に
よる

補　　　　正　　　　後

証書借入又
は証券発行

証書借入又
は証券発行

政府資金等
融通条件に
よる

４．０％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

第３表　債務負担行為補正

事　　　項
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

期　　　　間

（単位：千円）

限　　度　　額 期　　　　間 限　　度　　額

城南土地開発公社
に、用地取得資金総
額250,000千円を限
度として貸付けた金
融機関が同公社か
ら損害を受けた場合
に南山城村がこれを
損失補償する。

用　地　取　得 平成11年度から平成17年度まで 318,000 平成11年度から平成27年度まで 250,000

城南土地開発公社
に対する債務保証

平成１１年度以降事
業費借入金償還期間
満了の日まで

平成１１年度以降事
業費借入金償還期間
満了の日まで

城南土地開発公社
に、用地取得資金総
額318,000千円を限
度として貸付けた金
融機関が同公社か
ら損害を受けた場合
に南山城村がこれを
損失補償する。
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歳入

歳入歳出予算事項別明細書

１．総括

款 補正前の額 補正額 計

（単位:千円）

　　１．村税 312,440 16,268 328,708

　　２．地方譲与税 58,000 58,000

　　３．利子割交付金 2,100 △ 86 2,014

　　４．配当割交付金 1,200 1,200

　　５．株式等譲渡所得割交付金 1,200 1,200

　　６．地方消費税交付金 33,000 △ 177 32,823

　　７．ゴルフ場利用税交付金 90,000 △ 4,000 86,000

　　９．自動車取得税交付金 22,000 1,000 23,000

　１０．地方特例交付金 8,472 8,472

　１１．地方交付税 906,328 △ 6,930 899,398

　１２．交通安全対策特別交付金 700 700

　１３．分担金及び負担金 45,894 △ 424 45,470

　１４．使用料及び手数料 22,335 482 22,817

　１５．国庫支出金 274,476 2,200 276,676

　１６．府支出金 104,879 △ 13,244 91,635

　１７．財産収入 1,086 1,198 2,284

　１９．繰入金 113,008 24,521 137,529

　２０．繰越金 17,483 17,483

　２１．諸収入 114,529 △ 148 114,381

　２２．村債 534,700 △ 3,800 530,900

歳　　　入　　　合　　　計 2,663,830 16,860 2,680,690
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歳出

　１０．災害復旧費 30,476 △ 897 29,579

款 補正前の額 補正額 計

　　１．議会費 53,398 53,398

　　２．総務費 871,375 3,172 874,547

　　３．民生費 347,741 35,700 383,441

　　４．衛生費 338,879 △ 2,861 336,018

　　５．農林水産業費 86,526 △ 20,049 66,477

　　６．商工費 4,236 4,236

　　７．土木費 120,614 △ 436 120,178

　　８．消防費 163,624 △ 226 163,398

　　９．教育費 188,696 2,104 190,800

　１１．公債費 453,265 353 453,618

　１３．予備費 5,000 5,000

歳　　　出　　　合　　　計 2,663,830 16,860 2,680,690
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（単位:千円）

特定財源
一般財源

補正額の財源内訳

国庫支出金 地方債　 その他

7,055 983 △ 4,866

1,080 59 34,561

△ 1,298 △ 8 △ 1,555

△ 19,543 36 △ 542

2 △ 438

△ 226

1,066 460 578

596 △ 3,800 △ 424 2,731

353
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△ 11,044 △ 3,800 1,108 30,596


